
議
員
　
本
案
の
第
３
条
に
「
協
議

会
は
、
市
長
及
び
委
員
14
人
以
内

を
も
っ
て
組
織
す
る
」
と
あ
り
ま

す
が
、
委
員
の
構
成
内
容
に
つ
い

て
お
伺
い
し
ま
す
。

環
境
安
全
部
長
　
こ
の
協
議
会

は
、
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成
及

び
変
更
に
関
す
る
協
議
を
行
う
ほ

か
、
同
計
画
の
実
施
に
関
し
、
空

《
民
間
保
育
所
施
設
整
備
助
成
事
業
》

議
員
　
新
た
に
創
設
す
る
民
間
保

育
園
の
運
営
主
体
は
、
さ
い
た
ま

市
に
本
部
が
あ
る
株
式
会
社
リ
ト

ル
学
園
の
よ
う
で
す
。
運
営
主
体

が
営
利
企
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

子
ど
も
の
保
育
が
利
潤
追
求
の
手

段
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
が
、
市
外

か
ら
株
式
会
社
運
営
の
保
育
所
を

支
援
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
経

緯
を
お
伺
い
し
ま
す
。

家
等
が
特
定
空
家
等
に
該
当
す
る

か
否
か
の
判
断
、
ま
た
特
定
空
家

等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る

立
ち
入
り
調
査
方
針
、
特
定
空
家

等
に
対
す
る
措
置
の
方
針
な
ど
に

つ
い
て
協
議
を
行
う
た
め
の
組
織

で
す
。

　
委
員
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
地

域
に
存
在
す
る
空
家
の
状
況
に
詳

し
い
地
域
住
民
の
代
表
の
方
や
、

専
門
的
知
識
を
有
す
る
方
及
び
そ

の
他
の
市
長
が
認
め
る
14
人
以
内

で
構
成
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

こ
ど
も
局
長
　
本
市
に
立
地
を
計

画
し
て
い
る
（
仮
称
）
リ
ト
ル
花

保
育
園
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
社

会
福
祉
法
人
を
立
ち
上
げ
、
認
可

保
育
所
と
し
て
運
営
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
、
平
成
27
年
９
月
に

社
会
福
祉
法
人
と
し
て
市
が
認
可

し
て
い
ま
す
。
一
方
、
保
育
所
認

可
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
が
認
可

す
る
も
の
で
す
。

　
立
地
の
経
緯
で
す
が
、
平
成
26

年
５
月
に
加
須
市
内
へ
の
保
育
所

創
設
に
つ
い
て
担
当
部
署
へ
相
談

が
あ
り
ま
し
た
が
、
当
時
は
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
計
画
の
ニ
ー
ズ

て
お
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
地

域
住
民
の
代
表
と
し
て
自
治
協
力

団
体
連
合
会
か
ら
４
人
、
市
議
会

議
員
２
人
、
法
務
、
不
動
産
、
建

築
、
文
化
等
に
関
す
る
学
識
経
験

者
５
人
、
そ
の
他
女
性
団
体
や
関

係
機
関
か
ら
３
人
と
、
幅
広
い
分

野
の
方
か
ら
委
嘱
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

量
と
確
保
の
試
算
が
行
わ
れ
て
い

な
か
っ
た
た
め
、
話
を
伺
う
の
み

の
対
応
と
し
ま
し
た
。
ニ
ー
ズ
調

査
の
結
果
に
お
い
て
、
０
歳
児
か

ら
２
歳
児
の
保
育
を
希
望
す
る
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
３

号
認
定
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
意

向
調
査
し
た
民
間
施
設
と
の
整
備

計
画
を
加
え
て
も
定
員
枠
が
不
足

し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
相
談

に
来
て
い
た
リ
ト
ル
学
園
の
３
号

認
定
子
ど
も
の
定
員
を
加
え
る
こ

と
で
計
画
期
間
中
の
確
保
量
の
見

込
み
が
立
つ
こ
と
か
ら
、
支
援
し

て
い
く
と
し
た
も
の
で
す
。

　
加
須
市
に
は
小
中
学
校
が
30

校
あ
り
、
毎
日
、
児
童
生
徒
約

９
千
人
が
学
ん
で
い
る
。
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
、
学
校
は
日

中
の
大
半
を
過
ご
す
施
設
で
あ

る
。
さ
ら
に
学
校
は
、
地
域
の

拠
点
避
難
所
に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
万
が
一
、
災
害
が
発
生
し

た
と
き
に
は
、
地
域
住
民
の
避

難
所
と
な
る
。
同
時
に
、
そ
の

際
に
は
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

機
能
を
果
た
す
施
設
と
な
る
。

い
ま
、
加
須
市
の
学
校
施
設

は
、
建
築
後
30
年
か
ら
46
年
も

経
過
し
た
老
朽
施
設
が
全
体
の

６
割
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
、
定
期
的
に
改

修
・
大
規
模
改
造
工
事
を
行
う

こ
と
は
、
学
校
施
設
を
長
期
に

わ
た
っ
て
維
持
・
活
用
す
る
た

め
に
、
地
方
自
治
体
と
し
て
、

ど
う
し
て
も
必
要
不
可
欠
な
事

業
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
大
規
模
改
造
事
業

に
つ
い
て
、
国
か
ら
補
助
金
が

あ
っ
た
。
こ
の
措
置
が
、
地
方

自
治
体
の
財
政
支
援
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
と
こ

ろ
が
文
部
科
学
省
は
、
今
年
度

か
ら
大
規
模
改
造
工
事
に
対
す

る
補
助
金
交
付
申
請
を
不
採
択

に
し
て
い
る
事
態
は
、
極
め
て

遺
憾
で
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

　
加
須
市
は
、
６
年
前
に
１
市

３
町
で
合
併
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
今
年
度
か
ら
合
併
算
定
替

の
期
間
に
入
り
、
地
方
財
政
の

有
力
財
源
で
あ
る
地
方
交
付
税

の
大
幅
な
減
額
が
始
ま
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
学

校
大
規
模
改
造
事
業
の
補
助
金

交
付
の
不
採
択
措
置
で
は
、
合

併
し
た
地
方
自
治
体
に
と
っ

て
、
二
重
の
意
味
で
財
源
不
足

措
置
、
と
言
っ
て
過
言
で
は
な

い
。

　
よ
っ
て
、
小
中
学
校
の
大
規

模
改
造
事
業
に
対
し
、
平
成
26

年
度
ま
で
措
置
し
た
補
助
金
交

付
を
復
活
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
つ
よ
く
求
め
る
も
の
で
あ

る
。

加
須
市
空
家
等
対
策

協
議
会
条
例

平
成
27
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）

小
中
学
校
の
大
規
模
改
造
事
業
に
対
す
る

　
補
助
金
交
付
を
求
め
る
意
見
書
を
国
に
提
出

議

員

提

出

議

案
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